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投
資
家
の
関
心
の
高
ま
り
と

Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
よ
る
格
付
け
の
動
き

　

連
載
の
最
終
回
と
な
る
今
回
は
、

金
融
機
関
に
よ
る
人
権
尊
重
に
係
る

取
り
組
み
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
業

界
団
体
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
取
り
組
み
例
を

紹
介
し
、
日
本
の
金
融
機
関
が
「
ビ

ジ
ネ
ス
と
人
権
」
の
取
り
組
み
を
積

極
化
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
、

筆
者
の
考
え
を
整
理
す
る
。

　

投
資
判
断
の
プ
ロ
セ
ス
に
Ｅ
Ｓ
Ｇ

の
観
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
賛
同

す
る
投
資
家
の
集
ま
り
で
あ
る
国
連

責
任
投
資
原
則
（
Ｐ
Ｒ
Ｉ
）
は
、
投

資
判
断
を
行
う
際
に
人
権
要
素
を
勘

案
す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
。
Ｐ

Ｒ
Ｉ
は
、
２
０
２
２
年
末
に
新
た
な

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
イ
ニ
シ
ア

チ
ブ
で
あ
る
「
Ａ
ｄ
ｖ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
」

を
立
ち
上
げ
、
人
権
リ
ス
ク
の
潜
在

的
影
響
が
大
き
い
と
さ
れ
る
三
つ
の

セ
ク
タ
ー
お
よ
び
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業

40
社
を
特
定
し
、
集
団
的
な
エ
ン
ゲ

ー
ジ
メ
ン
ト
を
開
始
。
今
年
６
月
に

は
、
投
資
家
向
け
の
人
権
デ
ュ
ー
デ

リ
ジ
ェ
ン
ス
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
発
行
す

る
な
ど
、
投
資
家
の
取
り
組
み
を
支

援
す
る
新
た
な
施
策
を
次
々
と
打
ち

出
し
て
い
る
。

　

投
資
家
の
関
心
の
高
ま
り
と
い
う

機
会
を
捉
え
、
金
融
機
関
の
人
権
尊

重
促
進
に
取
り
組
む
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
格
付

け
を
実
施
す
る
動
き
も
広
が
っ
て
い

る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
に
活
動
す
る
50
行

（
日
本
か
ら
は
メ
ガ
バ
ン
ク
な
ど
４

行
）
を
対
象
に
、
国
連
の
指
導
原
則

の
充
足
状
況
を
調
査
・
公
表
す
る
バ

ン
ク
ト
ラ
ッ
ク
の
格
付
け
は
、
市
場

関
係
者
の
注
目
度
が
高
い
（
図
表
）。

バ
ン
ク
ト
ラ
ッ
ク
は
国
際
機
関
や
金

融
機
関
に
対
す
る
意
見
表
明
を
積
極

的
に
行
う
な
ど
、
金
融
機
関
に
お
け

る
指
導
原
則
の
実
践
に
影
響
力
を
及

ぼ
す
主
体
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
ワ
ー
ル
ド
・
ベ
ン
チ

マ
ー
キ
ン
グ
・
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
は
22

年
、
世
界
４
０
０
社
（
日
本
か
ら
は

26
社
）
の
金
融
機
関
を
対
象
に
、
人

権
を
含
む
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
全
般
の
取
り
組

み
状
況
の
格
付
け
を
実
施
し
た
。
人

権
尊
重
の
取
り
組
み
に
お
け
る
対
外

開
示
を
行
う
金
融
機
関
か
ら
は
、
こ

れ
ら
の
格
付
け
を
意
識
し
て
い
る
と

の
声
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
お
り
、
今
後
格
付
け
の
対
象
が
拡

大
し
て
い
く
可
能
性
も
あ
る
。

業
界
団
体
の
取
り
組
み
や

対
話
の
事
例

　

投
資
家
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
動
き
と
軌
を

一
に
し
て
、
金
融
機
関
が
協
力
し
て

指
導
原
則
の
実
践
に
取
り
組
む
動
き

も
見
ら
れ
る
。
欧
州
で
は
一
部
の
大

規
模
行
が
、
銀
行
業
務
に
お
い
て
指

導
原
則
を
実
践
す
る
た
め
の
知
識
と

経
験
の
共
有
を
目
的
と
す
る
非
公
式

グ
ル
ー
プ
「
Ｔ
ｈ
ｕ
ｎ
Ｇ
ｒ
ｏ
ｕ

ｐ
」
を
立
ち
上
げ
、
議
論
の
成
果
を

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー
と
し

て
公
表
す
る
な
ど
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
国
際

機
関
と
積
極
的
に
対
話
し
て
い
る
。

　

日
本
で
も
人
権
尊
重
に
対
す
る
社

会
的
関
心
の
高
ま
り
を
踏
ま
え
、
生

命
保
険
協
会
は
23
年
、
生
命
保
険
事

業
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
人
権
尊
重

金融機関が「ビジネスと人権」の
課題に取り組む意義
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の
取
り
組
み
を
実
務
担
当
者
向
け
に

解
説
し
た
「
生
命
保
険
会
社
に
お
け

る
人
権
対
応
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
を
作

成
、
公
表
し
た
。

　

企
業
の
人
権
尊
重
に
係
る
取
り
組

み
に
普
遍
的
な
正
解
は
存
在
せ
ず
、

個
々
の
金
融
機
関
は
最
終
的
に
は
自

ら
の
判
断
で
、
事
業
活
動
が
人
権
に

与
え
る
負
の
影
響
の
特
定
・
防
止
・

軽
減
に
努
め
る
義
務
が
あ
る
。
そ
の

こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
個
々
の
金
融

機
関
の
リ
ソ
ー
ス
に
制
約
が
あ
る
な

か
、
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
多
様

な
人
権
課
題
に
向
き
合
っ
て
い
く
た

め
に
は
、
業
態
ご
と
の
事
業
特
性
を

念
頭
に
、
関
係
者
で
知
見
を
共
有
し

つ
つ
、
外
部
の
専
門
家
と
対
話
を
深

め
て
い
く
こ
と
が
有
益
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

人
権
を
尊
重
し
、
労
働
・ 

社
会
環
境
を
よ
り
包
摂
的
に

　

投
資
家
等
の
関
心
の
高
ま
り
や
、

政
府
の
取
り
組
み
に
呼
応
し
、
金
融

機
関
が
人
権
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス

や
救
済
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
運
用
を
定
着

さ
せ
て
い
く
よ
う
に
な
る
と
、
多
く

の
金
融
機
関
に
と
っ
て
の
重
要
課
題

で
あ
る
少
子
高
齢
化
問
題
に
も
プ
ラ

ス
の
影
響
が
表
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

出
生
率
が
低
下
し
続
け
る
日
本
で

は
、
女
性
の
労
働
参
加
率
の
上
昇
や
、

外
国
人
労
働
者
の
増
加
が
労
働
力
の

減
少
を
下
支
え
し
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
ト
レ
ン
ド
が
今

後
も
継
続
す
る
と
想
定
す
る
の
は
楽

観
的
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
22
年
の
世

界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
「
経
済
活
動

へ
の
参
画
と
機
会
」
に
関
す
る
ジ
ェ

ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
の
調
査
に
よ
る
と
、

日
本
の
評
価
は
極
め
て
低
い
（
１
４

６
カ
国
中
１
２
１
位
）。
労
働
市
場

に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
に
関
す

る
研
究
で
23
年
の
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学

賞
を
受
賞
し
た
米
ハ
ー
バ
ー
ド
大
の

ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
・
ゴ
ー
ル
デ
ィ
ン
教

授
は
受
賞
記
者
会
見
で
、
日
本
に
お

け
る
労
働
時
間
の
男
女
格
差
に
言
及

し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
を
解
消

す
る
取
り
組
み
の
重
要
性
を
指
摘
し

て
い
る
。

　

ま
た
、
大
妻
女
子
大
学
の
翁
邦
雄

特
任
教
授
は
、
戦
後
外
国
人
労
働
者

の
受
け
入
れ
を
積
極
化
し
、
多
文
化

社
会
の
構
築
を
目
指
し
た
ド
イ
ツ
が

苦
闘
し
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、

「
外
国
人
労
働
者
の
増
加
が
、
将
来
、

強
い
社
会
的
軋
轢
を
も
た
ら
さ
な
い

よ
う
、
受
け
入
れ
の
拡
大
に
見
合
う

包
摂
体
制
を
構
築
す
る
、
な
い
し
は

構
築
で
き
る
範
囲
内
で
受
け
入
れ
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
く
こ
と
が
重

要
で
あ
る
」
旨
を
説
い
て
い
る
。

　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
家
族
の
在
り
方
、

移
民
の
受
け
入
れ
は
、
国
民
全
体
で

の
検
討
を
要
す
る
大
き
な
テ
ー
マ
で

あ
る
。
そ
し
て
企
業
の
人
権
尊
重
に

係
る
取
り
組
み
の
促
進
は
、
海
外
の

目
を
意
識
し
た
「
他
人
事
」
で
は
決

し
て
な
い
。
労
働
・
社
会
環
境
が
よ

り
包
摂
的
に
な
る
こ
と
を
通
じ
、
少

子
高
齢
化
問
題
の
改
善
に
も
イ
ン
パ

ク
ト
を
も
た
ら
し
得
る
「
自
分
事
」

で
あ
る
と
の
認
識
が
、
金
融
機
関
に

も
広
が
っ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
。 

◇

〔図表〕 バンクトラックによる銀行の人権尊重取り組み格付けの評価項目
・  人権方針を策定しているか
・ 人権方針は、銀行の最上位で承認されているか
・ 方針・規程類には、業務、商品、サービスの提供に関係する従業員、ビジネス
・パートナー、その他の関係者に対する人権尊重取り組みの期待値が明記され
ているか
・ 人権デューデリジェンスの実施方法を開示しているか
・ 人権への影響を特定・評価するプロセスで、影響を受ける可能性のあるグルー
プやその他の関連するステークホルダーとの有意義な協議がどう行われている
かを開示しているか
・ 社内の役割や責任を明確化できているか
・ 人権への負の影響を引き起こしたか、または助長したかを評価するプロセス
があるか
・ 対応の有効性を追跡検証しているか
・ 人権への影響にどのように対処しているかを正式に対外開示しているか
・ 対外開示を通じ、特定の人権への影響の対応の適切性を評価するのに十分な情
報を提供しているか
・ 対外開示には、人権への悪影響をどのように特定し、対処しているかを示す指
標が含まれているか
・ 自行が引き起こした、または助長した悪影響の救済を提供しているか。または
救済の提供に協力しているか
・ 救済メカニズムを確立しているか。またはそれに参加しているか
・ 救済メカニズムは指導原則の実効性要件を充足しているか
・ 投融資に関連した人権への悪影響の申し立てに対し、十分詳細な反応を開示し
ているか
・ 悪影響解決に向け、投融資先の企業にエンゲージするなど適切な措置を講じて
いるか
・ 少なくとも1年前に提起された影響については、銀行は顧客または投資先企業が
講じた措置を監視し、エンゲージメントプロセスを評価しているか。または、銀
行が自ら講じた措置がライツホルダーに与える影響をモニタリングしているか

（出所） 　「The BankTrack Global Human Rights Benchmark 2022」をもとに筆者作成。
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